
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

子どもの学習・生活支援事業を次のとおり実施しています。
・経済的な事情により学習塾などに通えない小学6年生から高校生相
当年齢までの子どもを対象に、無料の学習塾（集合型及び派遣型）
を実施しています。
・集合型:市内公共施設４か所でそれぞれ毎週1回2時間程度、学習
教室を開催しています。
・派遣型:支援員が家庭等に訪問し、学習支援を行います。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 小平市

相談窓口 こだいら生活相談支援センター

連絡先 042-349-0151

生活リズムがくずれている、社会とのかかわりに不安を抱えてい
る、勤労意欲が低下している等、様々な理由から就労に不安を抱え
る方を対象とし、日常生活自立に関する支援・社会自立に関する支
援・就労自立に関する支援を行っています。

居住支援事業（シェルター事業）は実施していません。
フードバンクと連携して、緊急時に食糧の提供をしています。

家計改善支援事業を次のとおり実施しています。
・家計改善支援員が、家計表等の作成を支援し、家計の収支の均衡
が図れるよう支援を行います。
・状況に応じて、法テラス等の多重債務者相談窓口と連携して、債
務整理に関する支援を行います。

居住支援事業（地域居住支援事業）は実施していません。
住まい相談員を配置し、関係機関と連携して居住支援を実施してい
ます。


